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No. 該当文書 該当箇所・項目 質問事項 回答

1 仕様書 第9-4-(3) 必要台数

受注者が①尼崎市用 50 台程度、②参加店舗用 350 台
程度の機器を用意・提供することとなっているが、これら
の端末の使用用途は。いつ、どこで、誰が、どのように使
用するのか。

稼働期間中、主に参加店舗が自店舗内において、ポイ
ント決済及びポイント発行をするために必要な端末を想
定しています。

2 仕様書 第14 委託料（提案上限額）
③業務端末の提供 270,000 円 は、「SDGsポイント発行
用端末6台」「尼崎市用50台」「参加店舗用350台」の合計
406台の業務端末の提供にかかる上限金額か。

「SDGsポイント発行用端末6台」の業務端末の提供にか
かる上限金額です。

3 仕様書 第14 委託料（提案上限額）

質問No.2の回答が、「SDGｓポイント発行用端末6台」の
みを想定している旨の回答であった場合、「尼崎市用50
台」「参加店舗用350台」の機器提供にかかる費用の提
案は必要か。必要な場合、企画提案書に記載するの
か。

本プロポーザルにおいて、「尼崎市用50台」「参加店舗用
350台」の機器提供に限った費用の提案は不要です。た
だし、仕様書 第9-4 提供機器において、「利用料は本市
負担とし、実績に応じて本委託内で支払う」としており、
精算時には提供機器に係る費用の提示が必要になりま
す。
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